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令和２年度　施策・基本事業マネジメントシート　（令和元年度実績に基づく評価） 作成日 令和 2 年 7 月 3 日
基本目標名 7 市民参加による自立したまちづくり
政　策　名 1 人権を尊重した市民参加によるまちづくり
施　策　名 2 個々の人権を尊重する地域社会の形成と男女共同参画社会の実現

施策関係課 隣保館、家庭児童相談課、産業立市推進課、教育総務課、学校教育課、生涯学習課

１．施策の目的と成果把握
この施策は、誰、何を対象としているか 対象指標 単位 Ｈ３０ Ｒ１ Ｒ２

市人口 人 119,348 118,450 117,706

事業所数（経済センサス調査数） 事業所 2,470 2,470

この施策によって、「対象」をどういう状態にするのか 成果指標（意図の達成度を表す指標） 区分 単位 Ｈ３０ Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３

目標 83.5 83.5 84.0 84.0

実績 76.3 76.2

目標 25.5 26.0 26.5 27.0

実績 14.4 14.5

目標 25.5 26.0 26.5 27.0

実績 27.1 21.2 市政に関するアンケート調査

目標 市政に関するアンケート調査

実績 市政に関するアンケート調査

目標

実績

２．基本事業の目的と成果把握
基本事業名 対象 意図 成果指標 区分単位 H30 R1 R2 R3 基本事業名 対象 意図 成果指標 区分 単位 H30 R1 R2 R3

目標 94.0 94.0 95.0 95.0 目標 45 50 55 60

実績 91.1 90.7 実績 73 9

目標 121 121 121 121 目標 10 11 12 13

実績 121 121 実績 10 1

目標 500 500 550 550 目標 20.0 21.0 22.0 23.0

実績 421 167 実績 22.6 23.1

目標 40.0 41.0 42.0 43.0 目標

実績 41.0 49.8 実績

目標 1,000 2,000 400 400 目標

実績 1,403 522 実績

目標 126 126 126 126 目標

実績 126 126 実績

目標 3 3 4 4 目標

実績 2 2 実績

３．施策及び基本事業の目標達成度評価
令和元年度施策の取組方針 施策の取組方針・成果指標達成状況

全て達成

一部未達成

全て未達成

全て達成

一部未達成

全て未達成

基本事業名 令和元年度基本事業の取組方針 基本事業の取組方針・成果指標達成状況 基本事業名 基本事業の取組方針・成果指標達成状況

取組方針 全て達成 一部未達成 全て未達成 取組方針 全て達成 一部未達成 全て未達成

成果指標 全て達成 一部未達成 全て未達成 成果指標 全て達成 一部未達成 全て未達成

取組方針 全て達成 一部未達成 全て未達成 取組方針 全て達成 一部未達成 全て未達成

成果指標 全て達成 一部未達成 全て未達成 成果指標 全て達成 一部未達成 全て未達成

４．施策の基本情報
社会情勢変化、国・県の動向、市民・議会意見等 施策の成果向上に向けての役割分担

市民 事業所 行政

５．施策全体の総括・今後の課題・今後の方向性

施策の成果実績と施策の基本情報及び施策コストに関する全体総括 今後の課題 今後の方向性

政策体系
施策主管課長

人権・男女共同参画課

鈴木　弘子

施策の目
的

「対　象」

①市民
②事業所

①
日頃から人権を意識しながら生活
している市民の割合

％

②
男女の地位が平等になっていると
考えている市民の割合（社会全体）

％

③
男女の地位が平等になっていると
考えている市民の割合（職場） ％

成果指標の
取得方法

④

⑤

人権意識
の高揚と
人権問題
の解決

①市民
②運動団
体

①日常生活におい
て、人権を意識してい
る。
②人権に関する問題
が解決されている。
③人権問題に関する
活動が積極的に行わ
れている。

①

人権講演会参加者で「日
頃、人権を意識しながら生
活している」と回答した人の
割合

％
様々な分
野で活躍
できる女性
の育成

①市民（女
性）

①女性が社会の
あらゆる分野で活
動している。

①
女性リーダー育成の
ための研修会等参
加者数

人

②
人権相談窓口延
べ開設時間数

時間 ②
女性団体が開催
した講座回数

回

③
運動団体が主体で
行う講演会の参加者
数

人 ③
市の行政分野におけ
る指導的地位に占め
る女性の割合

％

①

男女の役割は固定せず、男女
どちらが仕事をしても家庭にい
ても良いと考えている市民の割
合

％ ①

②
男女共同参画講演
会、研修会延べ参加
者数

人 ②

③
男女共同参画相談
窓口延べ開設時間
数

時間 ③

④ 表彰した事業所数 事業所 ③

・「人生100年時代」をテーマとした日本女性会議「さの大会」を市民・団体・関係機関と連携して
準備を進め、県や他市とも協力体制を結んで開催する。
・人権意識の高揚を図るため、人権教育・啓発活動を継続的に推進するとともに、運動団体と
連携強化を図りながら差別解消に取り組む。
・女性リーダー育成と審議会等の女性委員の登用を推進し、市民（団体）等の研修会への参加
や講座等の開催について支援を行い、自主的な取組を促す。
・ＤＶ被害者の早期発見・早期対応のため、啓発や相談体制の充実を図る。

取組
方針

【施策の取組方針達成状況】
・日本女性会議は市民・団体・関係機関と連携して、実行委員会総会２回、実行委員会３回、運営委員会１７回等、準備を進め
ていたが、令和元年東日本台風による被災の影響により中止となった。
・人権啓発を推進するため、人権講演会や人権指導者養成講座、人権学習会、街頭啓発を行ったが、令和元年東日本台風に
よる被災の影響により実施回数が少なくなってしまった。
・女性リーダー育成について各種講座を計画したが、令和元年東日本台風による被災の影響により実施回数が少なくなった。
審議会等の女性委員の登用を推進するため、各課に依頼した。
・毎月、女性カウンセリング相談や女性相談を実施し、DV等に関する相談の機会を設けた。また、DV担当者会議を開催し、DV
被害者の早期発見と早期対応のため関係課・機関との連携を図った。
【成果指標達成状況】
・「日頃から人権を意識しながら生活している市民の割合」は、人権講演会や人権学習会、人権教育指導者養成講座等を開催
したり、街頭啓発活動を行い啓発に努めたが、目標83.5％に対して実績76.2％で目標は未達成だった。
・「男女の地位が平等になっていると考えている市民の割合(社会全体)」は、各種講座や研修会を開催し、また日本女性会議を
開催することで男女共同参画社会の一層の推進を目指したが、令和元年東日本台風による被災の影響により日本女性会議が
中止となり、目標26.0％に対して実績14.5％で目標は未達成だった。
・「男女の地位が平等になっていると考えている男女の割合(職場)」は、女性リーダーのための研修会参加支援や女性団体に
よる講座の開催、審議会等への女性委員の登用を積極的に働きかけたが、目標26.0％に対して、実績21.2％で目標は未達成

成果
指標

【基本事業の取組方針達成状況】
・人権講演会や人権学習会、街頭啓発活動を通じて人権啓発の推進を図っ
た。(令和元年東日本台風による被災の影響で予定より実施回数が減った)
・人権教育指導者養成講座を５回計画したが、令和元年東日本台風による
被災の影響により３回の開催となった。
・人権擁護委員や専門相談員による相談を実施した。
【成果指標達成状況】
・８月の人権講演会での「日頃、人権を意識しながら生活している」との回答
は目標を下回った。
・人権相談窓口の開設は、人権擁護委員による相談や隣保館の専門相談
員による相談の体制の充実に努め、目標達成した。
・運動団体が主体で行う講演会は令和元年東日本台風による被災の影響
により実施できないものもあったため、目標を下回った。

【基本事業の取組方針達成状況】
・とちぎウーマン応援塾に市民を派遣した。
・多くの審議会等への女性委員登用が推進されるよう、庁内の部課長会議の
際に登用の依頼を行った。
・市民の研修会等への参加を支援し、また多くの人が男女共同参画を学べる
講座の開催を団体が自主的に運営できるよう指導した。
【成果指標達成状況】
・研修会への参加者数は、令和元年東日本台風による被災の影響で研修会
が中止になったことにより目標に至らなかった。
・女性団体開催の講座は、日本女性会議開催のため年度後半に企画してい
たが、令和元年東日本台風による被災の影響により１回の実施となり目標に
至らなかった。
・「市の行政分野における指導的地位に占める女性の割合」は目標値を2.1％
上回った。

【基本事業の取組方針達成状況】
・日本女性会議が令和元年東日本台風による被災の影響により中止なったが、大
会に向けて市民・団体・関係機関と連携し約３年かけて準備してきたことにより醸
成された気運は今後も引き継がれている。
・DVや女性相談について、予定どおり、毎月の女性カウンセリング相談・女性相
談を開催し、相談の機会を設けた。
【成果指標達成状況】
・「男女の役割は固定せず、男女のどちらが仕事をしても家庭にいても良いと考え
ている男女の割合」は目標を8.8％と大きく上回った。
・男女共同参画講演会、研修会延べ参加者数は、日本女性会議の開催を見込ん
で目標を設定したが、令和元年東日本台風による被災の影響により中止となった
ため目標に至らなかった。
・男女共同参画相談窓口延べ開設時間数は、目標を達成した。
・広報紙やＨＰによる周知に加え、リーフレットを作成し事業所に配布したが、表彰
した事業所数は目標に至らなかった。

・男女共同参画社会の実現を目指し社会の様々な課題について解決策を探る「日本女性会議
2019さの」は、市民・団体・関係機関と連携して準備を進めていたが、令和元年東日本台風に
よる被災の影響により中止となった。
・「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」に基づき、部落差別をはじめとする様々な人
権問題に対する偏見や差別、人権侵害をなくし、全ての市民の人権が尊重されるまちづくりを
推進するため、市民アンケートを実施し、アンケート結果を参考に「第３期人権教育・啓発推進
行動計画」を策定した。
・男女共同参画社会の形成促進に関する施策についての基本的な計画である「佐野市男女共
同参画プラン(第3期)」を策定した。
・女性リーダー育成のため研修会への参加を支援し、リーダー育成のための講座を計画した
が、令和元年東日本台風による被災の影響により計画どおり実施できなかった。
・人権相談、女性相談業務を関係課と連携して実施し、啓発や相談体制を充実させた。

・本施策のＲ１年度の予算現額は78,769千円で、Ｒ１年度決算額60,730千円であった。Ｒ１年度
の決算額は、Ｈ３０年度と比較して1,909千円の増額となった。その主な要因は、日本女性会議
開催事業にかかる経費の増による。

【令和２年度で解決する課題】
　特になし

【令和３年度以降にも引き継がれる課題】
①市民の人権意識の高揚を促すための継続的な人権教育と人
権啓発の推進及び運動団体との連携
②あらゆる分野で活躍できる女性の人材育成と指導的地位へ
の女性の登用促進
③市民(団体)等の自主的な取組の促進

【令和３年度重点課題】
④ＤＶ防止対策における啓発、女性相談・ＤＶ相談の充実、ＤＶ
被害者救済支援
⑤企業の人権啓発活動及び男女の差別のない働きやすい職場
環境づくりの推進

①社会の中で起きる様々な人権問題に対して市民の意識の
高揚を図るため、講演会や研修会の内容を精査し充実させて
いくとともに、人権教育・啓発活動を継続的に進めていく。
②女性リーダーのための研修会への参加支援、審議会等へ
の女性委員の登用を推進していく。
③市民や団体の研修会への参加や、講座等の開催について
支援を行い、自主的な取り組みを促す。

④ＤＶ防止対策における啓発や女性相談・ＤＶ相談を充実さ
せ、ＤＶ被害者の早期発見・早期対応し、被害者救済を支援
する。
⑤事業所内の人権啓発活動を進めるとともに男女の差別の
ない働きやすい職場環境を作るための研修会を実施する。

成果指標
設定の考え方

①市民の人権に対する意識の度合いを表して
いるため、指標とした。
②市民の男女平等に対する意識の度合いを
表しているため、指標とした。
③職場における男女の地位が平等になってい
る市民の割合を把握することで、女性の出産
や育児に対する事業所の理解を測ることがで
きるため指標とした。

施策の目
的

「意　図」

①市民一人ひとりが、お互いの人権を尊重し合
い、共に生きることのできる社会の実現を目指
す。
①男女が互いに尊重し、社会の対等な構成員
として、共に社会の様々な分野における活動に
参画できるようにする。
②男女の差別のない、働きやすい職場環境づ
くりをする。

男女共同
参画の意
識づくりの

推進

①市民
②事業所

①男女共同参画
の理解を深めてい
る。
②働きやすい職場
環境を作る

施
策

基
本
事
業

人権意識
の高揚と
人権問題
の解決

市民が人権問題に関心を持
ち、人権に配慮した行動がとれ
るよう、人権講演会・人権学習
会等を開催し、啓発運動を推
進する。
人権教育研修を通して、教職
員の資質の向上を図り、人権
教育を推進する。
関係機関及び関係団体と連携
して、身近に相談できる体制を
とり、相談する機会を広く市民
への周知を図る。

様々な分
野で活躍
できる女性
の育成

とちぎウーマン応援塾に女性を
派遣することにより、地域で活
躍する女性リーダーの育成を
図る。
審議会等に多くの女性委員を
登用するよう各課に積極的に
働きかける。
市民（団体）の研修会等への参
加を支援し、また多くの方が男
女共同参画を学べる講座を開
催でき、自主的に運営できるよ
う指導する。

男女共同
参画の意
識づくりの
推進

日本女性会議「さの大会」の開
催により、男女共同参画につ
いて意識の高揚を図り気運を
醸成する。
市民・団体・関係機関と連携し
て開催準備を進めることによ
り、ネットワークを広げた協力
体制を取り組んでいく。
ＤＶ相談や女性相談により、Ｄ
Ｖ被害者の早期発見・早期対
応を図り、相談機会の周知と
啓発に努める。

施
策
の
基
本
情
報

・国の第３次男女共同参画基本計画での女性の政策・方針決定過程への参画拡大については、「２０
２０年３０％」の目標達成が緊急の課題とされている。
・平成２８年４月に「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」（女性活躍推進法）が施行さ
れた。
・平成２８年６月議会で佐野市男女共同参画都市宣言が議決された。
・平成２８年８月に平成３１年度に佐野市において日本女性会議を開催することが決定された。
・平成２９年９月に日本女性会議2019さの実行委員会が設立された。
・平成３０年５月に「政治分野における男女共同参画推進法」が成立した。
・平成３０年１２月に世界経済フェーラムがジェンダー・ギャップ指数２０１８を公表した中で、日本は、経
済分野と政治分野で低く１４９か国中１１０位であった。
・全国的な動きとともに、県内でもＬＧＢＴ対応を進める自治体が増えてきている。
・新型コロナウィルス感染症拡大防止のため街頭啓発や講演会、研修会、各種講座が中止または延
期・縮小する状況となる。

・人権に配慮して行動する。
・職場、学校、地域及び家庭での男女
共同参画の推進に努める。

・事業所内での人権学習、人権啓発
を実施する。
・雇用や待遇における差別的取扱い
を行わない。
・女性が能力を発揮できる職場環境
をつくる。

・人権及び男女共同参画に関する教育や
啓発を推進し、相談体制の充実を図る。
・職場、学校、地域及び家庭での人権尊重
と男女共同参画の環境づくりを推進する。
・市民等と協働、連携し、率先して男女共同
参画に取り組む。


